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●新たな人材確保が困難

●従業員の高齢化

●健康リスクの増大

なぜ健康経営が必要か？
最近では、従業員ができるだけ長く、健康で働ける職場環境を整備し、会社全体で従業員の健康維持に取り

組む「健康経営」の重要性が大きくなっています。

「健康経営」とは、働く環境を変え、従業員の意欲を高めるための「働き方改革」とも言えます。

社会全体でみた要因 企業から見た要因

病気による長期休業や退職によって、
その従業員の持っていた経験や技術
等が
失われてしまうリスク

●少子高齢化

●生産年齢人口の減少

●社会保障費の上昇

中小企業ほど、従業員が１人欠ける影響は大きい

１．健康経営®とは

健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、

従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的

に業績向上や株価向上につながると期待されます。 ※健康経営®はNPO法人健康経営研修会の登録商標です。
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２．健康経営を取り巻く大きな変化

従来、従業員の健康維持にはコストがかかるため、「従業員の健康」と「経営」は馴染まないものと捉えら

れていましたが、この状況は大きく変わってきました。

○ 「求人」において、ホワイト企業に新卒の学生が集まるようになってきた。

○ 健康経営への取り組みが、「銀行取引等」の際にプラス要素として働くように

なってきた。

従 来

社会的な意識の変化

現 在 「健康経営」は、中小企業が主役となり取り組むもの。

「健康経営」は、大企業が福利厚生の一環として取り組むもの。
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３．健康経営の効果

事業所

●安定した労働力の確保

●生産性の向上、業績向上、イメージUP

企業価値の向上

協会けんぽ

●加入者の健康度の向上

●将来的な医療費の伸びを抑える

医療費適正化

Win-Win-Win
の関係

従業員

(加入者)
健康意識・健康度の向上

県民の健康増進
健康指標の改善へ
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４．とちぎ健康経営宣言

とちぎ健康経営宣言とは、協会けんぽ栃木支部が実施している「健康経営」に取り組む事業所様への

サポート活動の一つです。

事業主の皆さまに「会社全体での健康づくり」に取り組むことを「健康経営宣言」として社内外に発信し

ていただき、協会けんぽ栃木支部がその取組みをサポートいたします。

年々、とちぎ健康経営宣言事業所数は増加しており、令和７年１２月末時点では、2,002社が

とちぎ健康経営宣言事業所として登録されています。
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まずは、とちぎ健康経営宣言にご登録ください。

登録用紙はこちらから
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協会けんぽ栃木HP／

健康づくり／

今こそ健康経営。始めましょ

う！「とちぎ健康経営宣言」
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① 事業所健康度診断（事業所カルテ）または業態別健康度診断（業態別）カルテの提供

⇒３年分の健診結果データ等を基に、事業所または業態別の「健康度」等をまとめたものです。
 健康経営を進めるうえで、取組成果のご確認や今後何に取り組んでいくかを検討する際の参考資料としてご活用いただけ

ます。

② 健康経営取組事例集の提供

⇒健康経営に積極的に取り組んでいる事業所の取組事例を紹介する冊子を提供します。
様々な業態・規模の事業所の取組事例を掲載しているため、事業所にあった職場の健康づくりのお役立ていただけます。

③ 健康セミナーの提供

⇒オンライン、VODを活用した健康セミナーを無料で提供。
運動実技やパソコン対策、禁煙対策やメンタルヘルス等に関する内容となっており、従業員の皆様の健康増進にご活用でき
ます。
また、栃木産業保健総合支援センター（さんぽセンター）が実施する、メンタルヘルス対策支援をご利用いただけます。

④ 季節の健康情報誌「四季のけんこう」の提供

⇒季節ごとの健康情報や健康レシピ等が掲載されている情報誌です。
 事業所内における回覧や設置等におすすめです。

⑤ とちぎ健康経営事業所認定及び健康経営優良法人の認定要件

⇒いずれの認定も、とちぎ健康経営宣言が必須要件となっております。

とちぎ健康経営宣言をしていただくと、事業所のイメージアップ等のほか、協会けんぽ栃木支部から様々なフォローアップを受
けることができます。
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令和７年度は無料健康セミナーとして、オンライン型のセミナーを実施しました。
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５．各種認定制度とメリットについて

とちぎ
健康経営宣言

とちぎ健康経営
事業所認定

健康経営
優良法人

ﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ
とちまるスター

健康経営優良法人

ﾌﾞﾗｲﾄ500
ﾎﾜｲﾄ500

3年に1回申請

4～6月

申請不要

該当する場合に
毎年自動認定

毎年申請

8～10月

申請時に希望

協会けんぽに申請 県・協会けんぽ・健
保連に申請

日本健康会議に申請



＜とちぎ健康経営事業所認定制度＞

とちぎ健康経営事業所とは、栃木県・健康保険組合栃木連合会・協会けんぽ栃木

支部の三者において、働く世代の健康づくりを進めるため、従業員の健康づくりに

積極的に取り組む事業所を認定する制度です。

この認定制度は令和２年度に創設されたものですが、協会けんぽの加入事業所に

おいては、令和２年度から令和７年度までの５年間で累計1,189社が認定を受けてい

ます。

【制度の概要】

〇実施主体：栃木県・健康保険組合連合会栃木連合会・協会けんぽ栃木支部

〇対象事業所：栃木県内に事業の拠点を有し、別に定める認定基準を満たす事業所

〇申請受付期間：毎年４月初旬～６月初旬（予定）

〇認定時期：毎年７月下旬～８月上旬（予定）

〇認定有効期間：認定日から３年間

〇申請料：無料
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５．各種認定制度とメリットについて



とちぎ健康経営事業所の認定を受けると・・・

〇 ロゴマークの使用
〇 栃木県建設工事入札参加資格者における技術評価点数の加点
〇 足利銀行における「健康経営応援ローン」の利用
〇 栃木県信用保証協会の保証料率の割引
〇 ハローワークの求人票等への記載 〇県制度融資の適用
〇 とちまる就活アプリでの求職者へのＰＲ 〇足利銀行「健康経営応援ローン」
〇 「健康長寿とちぎＷＥＢ」などでの紹介 〇とちまるスターのステッカー交付

などのインセンティブがございます！

協会けんぽ栃木支部へ申請

認定基準に基づき審査・とちぎ健康経営事業所として認定

STEP１
とちぎ健康経営宣言に登録
※既に登録済みの場合は改めて登録する必要はございません。

STEP２
認定申請書・チェックシート等の作成

＜とちぎ健康経営事業所認定制度＞
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＜とちぎ健康経営事業所認定制度＞
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参考

＜とちぎ健康経営事業所認定制度＞
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参考

＜とちぎ健康経営事業所認定制度＞

５．各種認定制度とメリットについて



＜ヘルスプロモーション（健康増進）とちまるスター交付事業＞

【制度の概要】

〇基準：前年度の特定健診受診率が９０％以上
前年度の特定保健指導実施率が６０％以上

〇対象事業所：とちぎ健康経営事業所のうち、上記の基準を満たす事業所

〇申請：申請は不要、基準に該当する事業所に対して、県より「とちまるスター」ステッカーを
交付

〇認定時期：毎年12月中旬ごろ

〇メリット：ステッカー交付、健康長寿とちぎwebでの事業所名公表

建設工事入札参加資格加点は、とちぎ健康経営事業所認定に該当すると得られるも
ので、とちまるスターによって更なる加点はありません

働く世代における生活習慣病の発症予防・重症化予防を推進するた

め、とちぎ健康経営事業所のうち、次の基準を達成している事業所を

対象に、毎年「ヘルスプロモーション（健康増進）とちまるスター」

のステッカーを交付します。
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＜健康経営優良法人認定制度＞

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議※が進

める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業

等の法人を顕彰する制度です。

健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係

企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組

んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標

としています。

【制度の概要】

〇実施主体：経済産業省

〇対象事業所：加入している保険者が実施している健康宣言事業の参加事業所

〇申請受付期間：毎年８月下旬～10月中旬（予定）

〇認定時期：毎年３月上旬（予定）

〇認定有効期間：認定日から１年間

〇申請料：有料（大規模法人部門88,000円・中小規模法人部門16,500円）
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※日本健康会議は、行政（経済産業省・厚生労働省・自治体）と民間組織（経済団体・医療保険者・医療団体等）が連携し、健康寿命延伸や適
正な医療の実現を目的とした活動体です。

５．各種認定制度とメリットについて



健康経営優良法人の認定を受けると・・・

〇 ロゴマークの使用
〇 栃木県建設工事入札参加資格者における技術評価点数の加点
〇 各種保険会社における保険料の割引
〇 ハローワークの求人票等への記載

などのインセンティブがございます！

中小規模法人部門

STEP１
とちぎ健康経営宣言に登録
※既に登録済みの場合は改めて登録する必要はございません。

STEP２
認定申請書の設問（Excel）に回答し、申請法人用サイトに
アップロード
※別途、申請料がかかります。
※電子申請になります。
※初申請の場合、経済産業省のホームページからID/パスワードの取得が必要です。

大規模法人部門

STEP１
経済産業省の「健康経営度調査」に回答
※別途、申請料がかかります。
※電子申請になります。

認定委員会において審議・日本健康会議による認定

申請内容に基づき審査
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＜健康経営優良法人認定制度＞

５．各種認定制度とメリットについて



問い合わせ先

ご不明点等ございましたら、以下までご連絡ください。

全国健康保険協会栃木支部 企画総務グループ

TEL：028-616-1691（音声案内４）

19


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19

